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議  事 

午前10時  開議 

○議長（渡辺忠君） これより平成27年第２回奥州金ケ崎行政事務組合議会定例会を開会い

たします。 

 出席議員は定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の会議は議事日程第１号をもって進めます。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（渡辺忠君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第73条の規定により、議長において、11番内田和良議員、12番

千田力議員の２名を指名いたします。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（渡辺忠君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、お手元に配付しました予定表のとおり本日１日限

りとしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺忠君） ご異議なしと認めます。よって会期は本日１日限りと決しました。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（渡辺忠君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 行政視察報告及び監査報告は、お手元に印刷配付のとおりであります。これに対し質問あ

りませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺忠君） 質問なしと認めます。 

 なお、今期定例会に提出のため管理者より議案等10件の送付を受けております。 

 これをもって報告を終わります。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（渡辺忠君） 日程第４、一般質問を行います。 

 通告順に質問を許します。なお、質問につきましては、奥州金ケ崎行政事務組合会議規則

第58条により、同一議員につき３回を超えることができないという規定をされておりますこ

とをあらかじめ申し上げておきます。 

 初めに、７番阿部加代子議員。 

            〔７番阿部加代子君登壇〕 

○７番（阿部加代子君） ７番阿部加代子です。通告いたしておりました２件について管理

者にお伺いいたします。 

 １件目、地域住民の要望についてお伺いをいたします。1994年、ごみ焼却施設をこの地に

置かせていただき、周辺住民の皆様にはご理解とご協力をいただき、心から感謝申し上げま
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す。当施設は、市民生活を送る上でなくてはならない施設であります。しかし、本音は居住

地域には置いてほしくないという迷惑施設でもあります。2011年、東日本大震災発災時には、

瓦れきなどの焼却も受け入れていただき、東京電力福島第一原子力発電所事故で発生した放

射能物質飛散のため汚染した農林業系廃棄物などの焼却の受け入れにもご了解をいただき、

今日の快適で安全な生活を維持できていることを奥州金ケ崎の市町民は忘れてはなりません。

そして、今後さらに当施設の長寿命化を進めるに当たり、周辺住民の皆様のさらなるご理解

とご協力を賜り進めていかなければなりません。住民の皆様には、ご不便をおかけすること

なく、また不安や心配をおかけすることなく、改良工事を行っていかなくてはなりません。 

 そこで、お伺いをいたします。現在のごみ焼却施設の整備に伴い、周辺住民の皆様から道

路整備などの要望が出されています。この住民要望の進捗状況についてお伺いをいたします。

特に未実施のものがあるのかお伺いをいたします。 

 現在検討を進めているごみ焼却施設の長寿命化計画に伴い、地元住民の方々から要望が出

されているのかお伺いをいたします。 

２件目、バイスタンダーの保険制度導入についてお伺いをいたします。救命効果の向上は、

現場に居合わせた人、バイスタンダーによる応急手当ての実施が重要です。高齢化などの影

響により、救命需要は年々増加しています。消防本部では、救命講習、応急手当普及員の養

成講習など、応急手当てに関する取り組みを推進しています。ＡＥＤの設置もふえてきてい

ます。日本蘇生協議会（東京）が路上などで倒れた人に対する一般市民による心肺蘇生法の

新たなガイドラインを作成し、ホームページで公表しています。ガイドラインでは、呼吸の

有無が判然とせず、心肺停止状態かどうか判断に自信が持てない場合でも、すぐに心臓マッ

サージやＡＥＤの使用を開始するよう明記しています。心肺停止でなかったとしても害はな

く、胸の骨が折れるなどしても原則責任を問われることはありません。また、119番した際に

は、救急車を呼ぶだけではなく、通信指令員からの心臓マッサージの指導を受けることも必

要と指摘されています。バイスタンダーが安心して応急手当てをできる、実施できる体制を

整えなければならないと考えます。 

 東京消防庁では、バイスタンダーのための保険制度を創設し、先月９月９日９時から運用

開始が始まりました。従来は、消防法に基づき災害補償が行われてきましたが、その適用に

は救急隊員からの協力要請によって行われた応急手当てであることなど一定の条件があるた

め、災害補償が適用されない場合もあります。応急手当ての実施に伴い、けがをした場合、

法令などに基づく災害補償が適用されないバイスタンダーに対して見舞金を支払うもので、

こうした災害補償を充実させることにより、誰もが安心して救護の手を差し伸べることがで

きる環境を整備し、応急手当ての実施率向上を目指して創設されました。当消防本部におい

ても、保健制度を導入すべきと考えます。以下の点についてお伺いをいたします。 

 管内のＡＥＤ設置状況について、普通救命講習、応急手当普及員養成講習の状況について、

バイスタンダー保険制度導入の検討について、管理者のお考えをお伺いいたします。 
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 以上、登壇しての質問といたします。 

○議長（渡辺忠君） 小沢管理者。 

            〔管理者小沢昌記君登壇〕 

○管理者（小沢昌記君） 阿部加代子議員のご質問にお答えをいたします。 

 １件目のご質問であります。平成６年９月竣工、10月からの供用開始となり現在に至って

いるこの施設でございますが、ごみ施設の整備に際しましては、平成２年11月に地域住民で

組織する仙人地区環境対策協議会から公害防止協定の締結、衛生センター敷地外への保養セ

ンターの設置、周辺の旧水沢市道の整備等16項目の事項が要望され、そのほとんどを組合と

旧水沢市で実施しております。 

 要望のうち未実施のものとして、し尿搬入車両のパネル化と衛生センター北側の工業専用

地内を流れる清水下笹町水路の改修整備が残っております。し尿処理施設へのし尿搬入車両

のパネル化につきましては、し尿収集業者への協力を求めておりました結果、平成20年度に

おいて60％のパネル化であったものが、現在搬入車両53台中35台、66％のパネル化が達成さ

れております。し尿搬入車両のパネル化につきましては、今後も地元要望に応えられるよう、

し尿収集業者に対して理解を得る努力を重ねてまいりたいと考えております。 

 次に、工業専用地内から衛生センター北側を流れ、北上川に注ぐ清水下笹町水路の改修整

備についてでありますが、清水下笹町水路のうち、衛生センターに隣接する部分については、

組合において平成３年度に改修を実施済みであります。残りの上流部分の工業専用地内につ

いては、旧水沢市において改修を行っていただくこととしておりますが、現在まで検討はな

されたようでありますが、結果として未実施となっております。組合としては、衛生センタ

ー、地域住民の皆様の要望事項でもあり、現在奥州市において検討しているところでござい

ます。 

 次に、ごみ焼却施設の長寿命化計画に伴う地域住民からの要望についてでありますが、現

在長寿命化計画の方向性について検討中であり、今後地域住民への計画の説明を行ってまい

りたいと考えております。 

 現在、地域住民で組織する仙人地区環境対策協議会におきましては、ごみ焼却施設の長寿

命化に係る地域要望事項を検討中であると伺っており、具体の要望が出された時点で適切に

検討、協議をしてまいりたいと考えております。 

 次に、ＡＥＤの実施状況あるいはバイスタンダーの保険制度等についてのご質問にお答え

をさせていただきます。ＡＥＤの設置状況につきましては、平成27年８月31日現在、消防本

部へ通知のあった管内ＡＥＤ設置事業所は267となっています。この数は、平成23年10月１日

現在の162と比較し、105事業所増加していることになります。 

 次に、救命講習の受講状況につきましては、平成26年は普通救命講習、応急手当普及員養

成講習及び学校応急手当普及員養成講習など各種講習会を実施しております。今後も消防本

部として救命講習を定期的に企画、開催するとともに、事業所などからの要請には消防職員
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の派遣や講習用資器材の貸し出しを行い、応急手当ての普及に努めてまいります。 

 次に、バイスタンダーの保険制度についてお答えをいたします。救急現場において応急手

当てを実施していただいたバイスタンダーが負傷などした場合の補償については、救急隊員

からの協力要請など一定の要件のもと消防法に定められている救急業務協力者として対応し

ているところであります。このたび東京消防庁におきまして、独自の制度としてバイスタン

ダー保険制度を全国で初めて導入したことを報道で知ったところであり、その効果、有効性

について現在消防長に調査させているところであります。具体につきましては、消防長から

ご答弁を申し上げます。 

 以上、私からの答弁とさせていただきます。 

○議長（渡辺忠君） 阿部消防長。 

○消防長（阿部保之君） ７番阿部議員のご質問にお答えいたします。 

 管内のＡＥＤ設置事業所につきましては、ことし９月から厚生労働省より県保健福祉部を

通じ、ＡＥＤ設置登録情報に関する情報公開が実施されております。今後は、この情報を活

用し、管内のＡＥＤ設置状況の詳細把握に努めてまいります。 

 ＡＥＤ設置状況の周知につきましては、ＡＥＤ設置登録情報、これのデータを消防本部の

ホームページにリンクさせるなどの方法について検討を進めているところでございます。 

 また、消防本部では、ＡＥＤ設置事業者、設置事業所情報や救命サポーターステーション

に認定した事業所情報を指令システムに反映させております。通信指令員から通報者へ現場

周辺のＡＥＤ設置情報を提供できる体制となっております。このことにより、早期のＡＥＤ

を用いた応急手当てが実施可能となり、救命率の向上につながるものと考えております。 

 次に、救命講習実施状況につきましては、平成26年に各種救命講習を5,592名の方に受講し

ていただき、前年比で1,075名の増加となっております。普通救命講習、これは３時間以上の

講習でございますが、この講習の実施につきましては114回実施し、受講者数が2,117名とな

っております。３時間未満の一般講習と合計しますと226回実施しております。応急手当普及

員の養成につきましては、平成27年は講習会を１回実施し12名の方を認定しております。学

校応急手当普及員につきましては、平成27年に講習を１回実施し38名を認定、平成26年まで

の16名と合わせ54名の小中学校教員を認定しております。 

 救命講習実施回数が平成25年の253回と比較しますと27回減少しましたが、受講者数は

1,075名増加しております。講習会の実施回数が減少した要因としましては、各事業所におい

て応急手当普及員が一般講習を実施していること、県立高校の再編等によりクラスが減少し

たことなどが考えられます。また、普通救命講習に必要な３時間以上を確保することが難し

いとの申し出も多く、一般講習として実施していることが実施回数の減少及び受講人数の増

加につながっているものと思われます。今後も応急手当ての普及推進を図り、バイスタンダ

ーによる応急手当て実施率を高め、救命率の向上に努めてまいります。 

 次に、バイスタンダー保険制度につきましては、ことし９月から東京消防庁では独自の制
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度としてバイスタンダーに対する保険制度を導入しました。これは、バイスタンダーが応急

手当ての実施に踏み切れなかった理由についてアンケート調査を行った結果、血液等による

感染が心配といった回答があったことから、これらの不安を軽減し、バイスタンダーによる

応急手当て実施率を上げることを目的としているもので、東京消防庁と民間保険会社の契約

により実施されているものでございます。この保険制度につきましては、今後全国消防長会

等を通じ全国的に取り扱うとの情報もございますので、バイスタンダーが不安なく安全に応

急手当てを実施することができる体制とするためにも、この保険制度の有効性についてさら

に調査を進めるとともに、全国的な動向を踏まえながら検討を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（渡辺忠君） ７番阿部加代子議員。 

○７番（阿部加代子君） まず、１点目の地域住民の要望につきまして再質問させていただ

きます。 

 地元の住民の方々から16項目の要望が出て、そのほとんどが要望どおり対応していただい

ているということでございました。しかし、２項目につきましては、まだ完全に要望に対し

まして対応がなされていないということでございますけれども、し尿処理の関係の車のパネ

ル化、それに関しましては徐々に進めていただいておりますし、しっかり理解を得ながら引

き続き推進をしていっていただきたいというふうに思いますけれども、なるべくもう長い時

間たっておりますので、100％を目指して何とか対応していただくように再度申し入れをして

いただくということも必要かと思いますので、その点に関して。 

 それから、清水下笹町の水路の件でございますけれども、お伺いをいたしますと大変費用

もかかるというふうに聞いております。また、胆沢平野さんとの関係もあるというふうには

聞いておりますけれども、その方向性をしっかりと協議をしていただきまして、住民の皆様

にここまで協議が進んでいるとか、ここまで予算の確保ができていますとか、何らかの要望

に対する対応につきましては、住民の皆様に丁寧にご説明をして対応していく、そういう姿

勢が大事ではないかというふうに思います。 

 地域の皆様のお声をお聞きいたしますと、この水路の改修につきましては、もう悲願であ

るというような声もお伺いいたしておりまして、何とか対応していただきたいという切なる

願いでございましたけれども、この16項目、１項目も欠けることなく対応していくというこ

とがこの施設をここに置いていただいていることへの誠意であると思いますので、ぜひこの

水路の改修につきましても実現をしていただきたいというふうに考えますので、その点につ

いてお伺いいたします。 

 また、今後の対応につきましては長寿命化をするということで、また新たな住民の方々の

お声が出てくるというふうに思われますので、その点も丁寧に聞き取りをしながら対応して

いただきたいというふうに思います。まずは、計画が固まる段階、または固まらなくても、

こういう方向で進めているのだということを丁寧に説明をしてべきだというふうに考えます
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けれども、その点についてお伺いをいたします。 

 それから、バイスタンダーの保険制度の導入につきまして再質問させていただきます。ま

ず、バイスタンダーの応急手当ての実施が大変重要になってきております。特にも今後高齢

化がますます深刻になってまいりますし、近くにいる人が命を救えるかどうかというところ

になっていくと思います。しかし、いざそういう場面に遭遇したときに、では体がすぐ動く

かといいますと、なかなか勇気とか、ためらいとか、さまざま出てきますので、そういう場

合でもとにかく胸を押して心臓マッサージをまずはしてほしいということを市民の皆様に周

知をしていただきながら、このバイスタンダーの存在意義をぜひ広めていっていただきたい

というふうに思うわけでございますけれども、その際にはＡＥＤの設置場所、これらに関し

まして、例えば奥州市ではホームページの最初の画面のところにクリックすると出てくると

いうようなシステムになっておりますし、また消防本部のほうでも今後ホームページをさら

に開けばわかるというようなシステムに変更していただきながら、市民の皆様にＡＥＤがど

こにあるのか周知をしていくことが大変重要であると思いますし、例えば救命講習に来てい

ただいている皆様に対しても、こういうところにあると、例えば職場であるとか、また住ん

でいる地域であればこういうところに行けば設置されていますということの周知も必要だと

いうふうに思います。講習の際にもＡＥＤの設置場所を教えるということも必要かというふ

うに思います。 

 救命講習の開催が減っているのは、養成した方々がやっていただいているということでご

ざいますけれども、やはり普及員になられた方々がどのように活動されているのかというこ

ともできれば掌握をしていただきながら、普及員の方々のある程度励みにもなるかと思いま

すので、強制ではなくても、どういう活動されたのか教えていただければということであれ

ば、講習会の回数も重ねることができると思いますし、また講習を受けた方々の人数もふえ

てくるのではないかというふうに考えますので、その辺についてお伺いをします。 

 それから、学校のほうでは、学校で新たに養成をしていただきまして、学校でも先生方が

できるというような体制をとっていただいておりますけれども、この辺も学校でどのように

されているのかということも本部のほうでも掌握をしていただきながら、数字に反映できる

ような形も必要かと考えますので、その辺。 

 それから、バイスタンダーの保険制度の創設ですけれども、東京消防庁が先駆を切ってこ

のたび取り組みをされたわけでございますが、今後全国的に広がりを見せていくというふう

に思われますので、先駆けて奥州金ケ崎消防本部で取り組んでいただければというふうに思

います。来年度は国体が当市でも行われるということになっておりますし、このようなバイ

スタンダーの方々が安心して、いざというときに取り組めるそういう状況、環境をつくって

差し上げるということの啓発活動になっていくと思います。金額的なこともあるかとは思い

ますけれども、この辺も来年度予算に盛り込んでいただきながら、バイスタンダーが安心し

てできる環境づくりをぜひ取り組んでいただきたいというふうに思いますけれども、もう一
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度お伺いをいたします。 

○議長（渡辺忠君） 髙橋事務局長。 

○事務局長（髙橋寛寿君） それでは、私のほうからは焼却施設建設に伴う地元要望の件に

ついてお答えをさせていただきます。 

 まず、この要望につきましては、平成６年から稼働している現在の施設の建設の際に、そ

れに先立って平成２年に仙人地区環境対策協議会というところから出されたものでございま

す。その実施内容は、先ほど申し上げたとおりでございまして、そのうちパネル化につきま

しては、対策協議会とは年に４回、対策協議会がこの施設の稼働状況を立入調査を行います

というのも要望事項に入っておりまして、それはずっと毎年実施をしてございます。その際

の意見交換の中で、パネル化につきましては年に１回だったと思いますけれども、状況のお

知らせをしてございます。 

 パネル化につきましては、収集業者の方々にお願いをして、経費負担も業者の方の負担と

いう前提でお願いをしているものでございます。100％にならない事情としましては、資金的

な問題もございますが、もう一つはパネル化を全部しますと、車体のボリュームが膨らむこ

とによって、現在収集しているところで入れないところがあるので、なかなか100％は難しい

というお話がございます。そういったことをお伝えをしながら、地元の方々と意見交換をし

ていただいて、可能な分についてはぜひパネル化ということで現在も各業者さんにお願いを

している状況でございます。今後とも、その取り組みは続けてまいりたいと考えてございま

す。 

 その要望事項に対しては、実はパネル化の状況についてお話をしておりましたが、水路の

話はそういった際にも地元からここしばらくは特段要望事項としての未実施事項ですよねと

いうお話がございませんでした。組合といたしましては、平成２年に出された要望事項の実

施主体を当時整理をいたしまして、水路については市のほうにお願いをしたという思いもご

ざいまして、さらに加えて今言ったように毎年環境対策協議会との立入調査の際の意見交換

でも水路のお話が出なかったものですから、私どもも市のほうにその後の状況を確認すると

いうことは行っておりませんでした。この水路の話が出ましたのは、今回、現在の施設を改

修工事して長寿命化を図りたいというお話をご説明した際に、そういえば昔、いろいろ要望

した事項がありましたよねということで、改めて要望事項を確認した際に、この水路につい

てはまだですよねというようなお話が出たということでございます。現在改めて市のほうと

いろいろ相談をさせていただいている状況でございます。お話しのとおり、なかなか実施に

は大変なところがあるようですけれども、地元の方々に現在の状況ですとか、これは市とと

もに伝えてまいりたいというふうに考えております。 

 それから、新たな要望事項については、先ほど管理者が答弁したとおりでございます。長

寿命化の状況についても、年４回の立入調査の機会を捉えて状況についてはお話をしている

ところですが、今後はそれ以外にも計画の進みぐあいに応じて、できるだけ回数をふやして
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長寿命化の考え方、あるいはもしかしたら設備に関連する要望事項などがないとは言えませ

んので、緊密に情報交換をしていきたいというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渡辺忠君） 阿部消防長。 

○消防長（阿部保之君） お答えいたします。 

 心肺蘇生法を実施する勇気というお話でしたが、先日消防本部で普及員講習がございまし

た。その折の挨拶に私申し上げましたが、実施する手技手法はそれほどハードルは高くない

のです。実施する勇気を持つ、こっちのほうがハードル高いと。構わないで何もしないで放

置していれば、間違いなく別の世界に行ってしまうので、やったほうが絶対得ですよという

お話をしたところですが、なかなか勇気を持ってもらえるというのは、一回限りの話では難

しいと思いますので、議員おっしゃるとおり職員一丸となってバイスタンダーの皆様に勇気

を持つような行動をとっていきたいと考えております。 

 また、ＡＥＤ設置場所の周知につきましては、救命講習会においても周知したらどうです

かというお話でしたが、まさにそのとおり、救命講習の場においても実施してまいりたいと

思います。 

 また、普及員、学校応急手当普及員の活動も含めまして、状況の把握、これも現在も進め

ているところですが、それもデータとして確実に管理したいと思ってございます。 

 バイスタンダー保険制度につきましては、先日東京消防庁のほうに確認しました。東京消

防庁の担当者に聞きましたら、東京消防庁では１万2,000件を対象に保険会社と折衝したと。

お幾らでしょうかと聞きましたら、それについてはちょっとというお話でした。件数が１万

2,000ですので、地方の消防本部ではどうでしょうかねという担当者の見解ですが、消防本部

単独だけではなく、全国的な取り組みとして考えれば、またそれも成り立つのかなと考えて

いるところでございますので、先ほど答弁しましたとおり、全国消防長会を通じて検討を深

めてまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（渡辺忠君） ７番阿部加代子議員。 

○７番（阿部加代子君） まず、現在の地域住民の要望につきましてですけれども、水路の

改修につきましては、しばらくご意見が出なかったということでありますけれども、その会

合の中では出なかったのかもしれませんけれども、すごく気にされている地域住民の方々が

おられまして、ここのこの項目は対応していただかなければ大変心配でといいますか、上げ

たものが何十年もかかっているのに対応されないということで、大変心を痛めておられまし

て、このことに関しまして胆沢平野にかけ合ってみたり、また市の環境部のほうにかけ合っ

てみたり、いろいろされているわけですけれども、なかなか進まないということでございま

すので、組合としてもぜひこの水路の改修に関しましては対応が実現するように組合、市も

そうですけれども、その他の関係部署がしっかり連携をとり合って対応すべきだなというふ

うに思います。声が上がらなかったからいいということではなく、しっかり覚えていらして、
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ここを何とかしていただきたいと、水面下で動いていらっしゃる地域住民の方々がいらっし

ゃいますので、ぜひその声を酌んでいただいて対応していただきたいというふうに思います

けれども、その点についてもう一度お伺いをいたします。 

 それから、バイスタンダーの保険制度につきましてですけれども、確かに当地域にすれば

人数少ないのかもしれません。でも、少ないからこそ保険会社と折衝しながら取り組みやす

いというふうに思います。とにかく来年度は国体が控えておりますので、そういう部分でも

全国からいらっしゃる皆様に対して、奥州金ケ崎の本部内ではこういう制度に取り組んで全

国からの国体の皆様をお迎えする、そういう地域であるというようなことの先駆けになるか

というふうに思いますし、県全体でこのことを取り上げていただけることを考えていくとい

うことも必要かと思いますけれども、まずは先駆けて奥州金ケ崎消防本部で取り組んでみる

ということも必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。お伺いして終わります。 

○議長（渡辺忠君） 髙橋事務局長。 

○事務局長（髙橋寛寿君） 水路の件については、実態としては先ほど申し上げた経過がご

ざいます。ここで改めて水路の整備の件については、市と協議をしながら、地元の方々との

意見交換も必要なのではないかというふうな気もしますが、地元というのはあくまでも仙人

地区の環境対策協議会のことを指しますけれども、ここではこの件についてはどう進めるか、

これから改めて市と相談をしますということでお話をして、今まで進まなかった件も含めて

一定のご理解をいただいているかなと。これからできる範囲で組合もこれにはかかわってい

くというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（渡辺忠君） 阿部消防長。 

○消防長（阿部保之君） 当本部の１年間の救急件数がおよそ5,700件出動してございます。

そのうちバイスタンダーの方の処置が実際にあった、あるいはあればなという件数は精査す

ればすぐ出る数字でありますので、その件数をもって今度は保険会社さん、受託してくれる

かどうか、受託する場合はどの程度なのか、そこは検討を進めてまいりたいと思います。 

○議長（渡辺忠君） 引き続き一般質問を続けます。 

 次に、１番千葉敦議員。 

            〔１番千葉敦君登壇〕 

○１番（千葉敦君） １番千葉敦です。私は、さきに通告しました休日夜間診療所の運営に

ついて管理者に伺います。 

 奥州金ケ崎行政事務組合が運営しています休日夜間診療所は、休日に診療を休む医療機関

が多いことから、地域住民の医療を受ける機会を保障しています。さらに、救急患者を受け

入れている病院の負担軽減においても大きな貢献をしていると認識しています。 

 本年度からは、夜間診療にも対応しており、ますます地域になくてはならない施設となっ

てきております。診療を担当している奥州医師会の医師の皆さんに大いに感謝するものであ
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ります。診察は、問診、視診、触診、聴診などが中心であり、採血、血液検査、レントゲン

検査などのできない状況と聞いております。そこで３点について伺います。 

 １点目は、診療所の現状と実績について。特にも夜間診療所は今年度からでございますの

で、今年度の現在までの実績について中心に伺います。 

 ２点目は、今後の運営、充実についてです。 

 ３点目は、他の医療機関との連携についてであります。レントゲン検査などを行うために

他の医療機関の一室を借りて診療所を開く、そのようなことについて管理者の考えを伺いま

す。 

 以上、登壇しての質問といたします。 

○議長（渡辺忠君） 小沢管理者。 

            〔管理者小沢昌記君登壇〕 

○管理者（小沢昌記君） １番千葉敦議員のご質問にお答えをいたします。 

 １点目でありますが、当組合で開設している休日診療所につきましては、昭和51年に現在

の奥州医師会が医師会館を建設すると同時に、その一室を借り受け、休日診療所として開設

し、休日における１次救急医療の確保に努めているところであります。開設日は、日曜日、

国民の祝日に関する法律に規定される休日、１月２日、３日としていたものですが、条例の

一部改正により、ことしから12月31日を加え、本年度は70日間を開設する予定であります。

診療時間は、午前８時30分から午後４時までとし、診療スタッフは通常医師１名、看護師１

名、事務職員１名で対応しております。 

 平成26年度の利用状況につきましては、開設日数は69日、1,985人の利用があり、１日当た

り患者数は28.8人となっており、25年度と比較して総数で245人の増、１日当たり約４人の増

となっております。市町ごとの利用内訳につきましては、奥州市が1,628人、金ケ崎町が224人

で、その他が133人となっております。年齢別では、ゼロ歳から15歳までの利用者が1,143人

で６割を占めております。次いで16歳から60歳までが688人、61歳以上が154人となっており

ます。診療科目別では、小児科が1,095人、内科が778人、皮膚科46人、耳鼻科22人となって

おります。本年度の９月までの利用状況につきましては、利用者数は825人で、前年同期比較

で121人、17.2％の増となっております。これは、９月に５日間の連休となったシルバーウイ

ーク期間があって、利用者がふえたことが主な理由と考えております。 

 次に、小児夜間診療所についてでありますが、この診療所につきましては小さいお子さん

の急な発熱など初期救急医療を担当しているものであり、これまで奥州市が運営してきたも

のが本年度から当組合へ移管されております。開設場所は医師会館内で、開設日は毎日午後

６時30分から午後９時までとなっております。平成27年９月までの利用状況は768人で、前年

同期と比較して57人の減となっております。年齢別では、ゼロ歳から15歳までの利用者が95％

以上を占めており、特に小学校入学前の乳幼児が全体の67％を占めるなど、小児科の初期診

療と、応急処置としてのこの診療所が果たしている役割は大きなものと考えております。 
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 次に、２点目の今後の運営、充実についてであります。当組合では、開設している休日診

療所や小児夜間診療所は、比較的軽症の患者さんが休日や診療時間外のため、かかりつけ医

を受診できないときの初期救急医療を担当しているものであり、基本的には後日かかりつけ

医を受診するまでの応急的な処置を行っているものであります。診療に当たっては、専任医

師が常駐しているのではなく、奥州医師会から当番で派遣されており、血液検査やレントゲ

ン検査などが必要な患者あるいは医師の判断から、症状が急を要する場合は救急指定病院な

どへの紹介、転送を行うことを前提として診療を行っているものであります。したがって、

医師会館内に直ちに検査機器をそろえたり、検査に必要な人員体制を整えることは現状では

難しいと考えております。 

 次に、３点目の他の医療機関との連携についてであります。検査や緊急に入院が必要な公

立病院の一室に休日診療所や小児夜間診療所を併設することで、一層充実した診療体制を構

築してはどうかとのお尋ねですが、これらの公立病院の中に診療所を併設することは、当該

病院の医師、看護師、検査技師などの関連するスタッフの勤務体制と密接にかかわり、運営

体制の重大な変更を伴うことから、その検討は特にも慎重であらねばならないと考えており

ます。 

 加えて、さきに述べましたように、開業医の先生方の協力によって初期医療の窓口として

果たしている当診療所の役割をどこまで充実させていくかは、地域医療全体の中で検討すべ

き必要があるものと考えております。 

 一方、休日や夜間診療所に来所された患者さんが重症であった場合に、同じ施設内で救急

医療を受ける効率的な診療体制を構築することは、受診者にとっては安心感を高めることに

なるとも考えられます。これらのことから、今後どのような工夫ができるのか、診療所運営

委員会などの機会を通じて、奥州医師会、岩手県及び構成市町にまずは話題提供してまいり

たいと考えているところでございます。 

 以上であります。 

○議長（渡辺忠君） １番千葉敦議員。 

○１番（千葉敦君） では、再質問させていただきます。 

 私たち日本共産党の奥州市議団でございましたけれども、私たちは９月に胆沢病院の院長

と懇談する機会がありました。その中で医療機関の一室を借りるという案が話し合われたも

のであります。 

 医師や医療スタッフの不足が言われている現在、胆江医療圏の中での連携を強め、お互い

に融通し合うことが必要ではないかと思います。今診療所が設置されている医師会館に例え

ばレントゲンの機器を導入すると、そういった場合にはどうしても大きな改修工事が必要で

あり、多額の経費がかかるものと思われます。そういった点からも、この案について先ほど

の答弁では構成２市町、県立、市立の病院、医師会等々に話題提供といった形でなされると

いうことでございますが、先ほどの答弁も踏まえますが、改めて検討をされてみるという、
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まず組合の中での検討も含めて、そして運営委員会での検討、そして他の関係する行政機関

との話し合い等も含めて検討されることについてもう一度伺います。 

 そして、これは地域住民にとって本当に安心につながるものであると思いますので、もう

一度伺います。 

○議長（渡辺忠君） 髙橋事務局長。 

○事務局長（髙橋寛寿君） お答えをいたします。 

 基本的には、先ほど管理者から答弁を申し上げたとおりでございます。私どもが今組織と

いいますか、医師会ですとか、県のこれは保健所になりますけれども、そういった方々とお

会いをするといいますか、話をする機会というのは診療所の運営委員会１つでございます。

ここには、県、それから構成市町、医師会からの代表者がおいでになりますので、そういう

会議の機会を捉えてお話をしてみようということでございます。その範囲の協議でこの話の

結論が得られるものかどうかについては、ちょっと定かではございませんが、できればそこ

を１つの起点としてその話が広がりを持てるものであればという思いを持って先ほど管理者

がご答弁したとおりということでご理解をいただければと思います。 

 以上でございます。 

○議長（渡辺忠君） １番千葉敦議員。 

○１番（千葉敦君） 休日診療所の場合、夜間診療所もそうですけれども、１次医療、先ほ

どの答弁にもありましたけれども、ふだんのかかりつけ医が診療を休まれるという日にち、

時間帯においてその診療を受け付けて、そして次の日以降かかりつけ医につなぐ、あるいは

紹介しなければならない重大な事態においては大きな病院に紹介するということでございま

すが、やはり血液検査とかレントゲン検査、いろんな検査ありますけれども、その辺をすぐ

行えることによって救急病院、大きな病院の負担が減るというのも事実だと思います。 

 そして、医師会館に設置するのはなかなか難しいと私も思います。機会を見て検討される

ということでございますけれども、医師不足というのは１年、２年で解決する問題でもあり

ませんし、医療スタッフについても同じでございます。そして、そのような待遇を考え、医

師会の先生方が例えば大きな医療機関の一室を借りる場合に、医師会の先生方がそこに若干

間借りをするという形で検討するということも考えられるのではないかと思いますので、そ

れについてもあわせて検討いただければと思いますが、見解をお願いします。 

○議長（渡辺忠君） 小沢管理者。 

○管理者（小沢昌記君） 千葉議員おっしゃるように集約して効率化が上がるのであれば、

それはいいことです。そして、変な意味ではなく、それぞれが抱える責任、それをメリット

というふうな表現をさせていただきますが、集約することによってそれぞれが持つメリット

を損なうことなくできるのであれば、それは反対される方はいらっしゃらないと思います。

どなたが見ても、それはすごく当然だなと。ところが、これまでもそういうふうな話が上が

っては前に進まなかったというのは、それぞれのメリットの部分とこうむるデメリットの部
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分というふうなことから、その調整が難しかったということであります。 

 ですので、これは県でも新しい医療プランの作成に向け動いているということも含めて、

いかに公立病院、特に救急患者の対応についての軽減を図ると言えばいいのでしょうか、さ

らにいい状況をつくるというふうな部分においてどういうような対応ができるのか、してい

かなければならないのかということだとすれば、これは組合としてというよりも、市、町、

県、医師会にかかわる方というふうな部分、全体でお話をしていくべきものであろうという

認識に立っているということであります。開設者は結果として奥州金ケ崎行政事務組合とい

うことでありますけれども、本来業務からすれば、やはり市、町、県というふうな部分が全

うすべき内容であろうと思いますので、含めていい方向がどこに見出すことができるのかと

いうことについて検討してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（渡辺忠君） 一般質問を終結いたします。 

 ここで11時15分まで休憩いたします。 

午前11時00分 休憩 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

午前11時15分 再開 

○議長（渡辺忠君） 再開いたします。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（渡辺忠君） 日程第５、報告第１号、自動車損傷事故に係る損害賠償事件に関する

専決処分の報告を行います。 

 提出者の説明を求めます。小沢管理者。 

○管理者（小沢昌記君） 報告第１号、自動車損傷事故に係る損害賠償事件に関する専決処

分の報告を事務局長からご説明申し上げますので、ご了承願います。 

 なお、以下報告第２号及び報告第３号についても同様に事務局長からご説明申し上げます

ので、ご了承願います。 

○議長（渡辺忠君） 髙橋事務局長。 

○事務局長（髙橋寛寿君） それでは、報告第１号、自動車損傷事故に係る損害賠償事件に

関する専決処分の報告についてご説明を申し上げます。 

 この事故は、平成26年12月11日午後10時７分ごろ、救急出動中の水沢消防署金ケ崎分署の

救急自動車が北上市有田町地内の国道４号線を北上中、信号機のある交差点で赤信号のため

一旦停止した後、徐行で交差点に進入した際に、左方向から青信号で交差点に進入してきた

相手方車両の右側面に衝突し、双方の車両を損傷させたものであります。 

 相手方との協議の結果、組合と相手方の過失割合を組合が20、相手方80とし、組合は相手

方に対し、車両損害額32万7,546円のうち６万5,509円を支払い、相手方は組合に対し、車両

損害額305万7,804円のうち244万6,243円を支払うことで示談が調い、地方自治法第180条第１

項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、同条第２項の規定によりご報告を申し上げ
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るものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渡辺忠君） ただいまの報告に対しまして質問ありませんか。 

 ７番阿部加代子議員。 

○７番（阿部加代子君） 車両の損害額が300万円を超えるということであったわけで、それ

にしても人的な被害がなかったというのは不幸中の幸いだというふうに思います。しかし、

このような事故が今後起こらないようにするために、赤信号での救急車両の進入に際しまし

て特段注意を払っていかなければならないというふうに思います。とにかく赤信号でも交差

点に進入して、１分でも１秒でも早く患者の方を医療機関へ届けなければならないという使

命があるわけですけれども、それにしても安全第一でということになります。 

 それで、赤信号のときの進入の際、一旦停止、徐行は当然ですけれども、さらに注意をす

ることで何か対策といいますか、対応といいますか、されていることがあればお伺いをした

いというふうに思います。 

○議長（渡辺忠君） 阿部消防長。 

○消防長（阿部保之君） お答えいたします。 

 消防本部では、具体策としまして交差点でのマイクの活用、これを全職員に対して以前か

らもやっているところでございますが、再度周知したものでございます。また、緊急出場機

関員、運転手として従事する職員に対しまして、安全運転適性検査、これを実施してござい

ます。各運転手の運転特性について検査・指導資格を有する職員が審査し、職員それぞれの

特性について、あなたはこうなのだよと、そういうことを通知して安全運転の注意喚起、再

発防止に努めているものでございます。 

 以上です。 

○議長（渡辺忠君） 質問を終結いたします。 

 以上をもって報告第１号を終わります。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（渡辺忠君） 日程第６、報告第２号、自動車損傷事故に係る損害賠償事件に関する

専決処分の報告を行います。 

 提出者の説明を求めます。髙橋事務局長。 

○事務局長（髙橋寛寿君） 報告第２号、自動車損傷事故に係る損害賠償事件に関する専決

処分の報告についてご説明を申し上げます。 

 この事故は、平成27年７月３日午前８時30分ごろ、江刺消防署の職員が用務先の当組合消

防本部の駐車場に公用車を駐車させる際、駐車していた相手方車両に接触して当該車両の右

側後部を損傷させたものでございます。 

 相手方との協議の結果、組合と相手方の過失割合を組合が10、相手方ゼロとし、組合は相

手方の車両損害額４万2,260円を支払うことで示談が調い、地方自治法第180条第１項の規定
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に基づき専決処分をいたしました。同条第２項の規定により、これを報告申し上げるもので

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（渡辺忠君） ただいまの報告に対し質問ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺忠君） 質問なしと認めます。 

 以上をもって報告第２号を終わります。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（渡辺忠君） 日程第７、報告第３号、平成26年度奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域

水道用水供給事業会計資金不足比率の報告を行います。 

 提出者の説明を求めます。髙橋事務局長。 

○事務局長（髙橋寛寿君） 報告第３号、平成26年度奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道

用水供給事業会計資金不足比率の報告についてご説明を申し上げます。 

 この資金不足比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく地

方公営企業の経営の健全性を判断するための指標でございます。この指標につきましては、

毎年度決算により算定した指標を監査委員の審査に付し、議会に報告することとされている

ものでございます。 

 平成26年度資金不足比率については、数値が発生していないことをご報告申し上げるもの

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（渡辺忠君） ただいまの報告に対し質問ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺忠君） 質問なしと認めます。 

 以上をもって報告第３号を終わります。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（渡辺忠君） 日程第８、議案第１号、奥州金ケ崎行政事務組合行政手続条例の一部

改正についてを議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者の説明を求めます。小沢管理者。 

○管理者（小沢昌記君） 議案第１号、奥州金ケ崎行政事務組合行政手続条例の一部改正に

ついてを事務局長からご説明申し上げますので、ご了承願います。 

 なお、以下議案第２号から議案第７号までにつきましても同様に事務局長からご説明申し

上げますので、ご了承願います。 

○議長（渡辺忠君） 髙橋事務局長。 

○事務局長（髙橋寛寿君） それでは、議案第１号、奥州金ケ崎行政事務組合行政手続条例

の一部改正についてをご説明申し上げます。 
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 今回の改正につきましては、行政手続法の一部改正によりまして、住民が行政機関に対し

法令に基づき第三者の処分を求めることができる制度、あるいは行政指導を受けた者がこの

行政指導の中止を求めることができる制度が定められたことに伴いまして、当組合条例に基

づく処分等についても、これらの制度を定めようとするものでございます。 

 この条例の施行期日は、公布の日とするものでございます。何とぞ原案のとおりご決定く

ださいますようお願い申し上げまして、説明を終わります。 

○議長（渡辺忠君） ただいまの議案に対し質問ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺忠君） 質問なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺忠君） 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺忠君） ご異議なしと認めます。よって、議案第１号は原案のとおり可決され

ました。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（渡辺忠君） 日程第９、議案第２号、奥州金ケ崎行政事務組合個人情報保護条例の

一部改正についてを議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者の説明を求めます。髙橋事務局長。 

○事務局長（髙橋寛寿君） 議案第２号、奥州金ケ崎行政事務組合個人情報保護条例の一部

改正についてを説明申し上げます。 

 今回の改正につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律、いわゆるマイナンバー法の施行に伴いまして組合が保有する特定個人情報の

適正な取り扱いを確保するため、所要の改正をしようとするものでございます。 

 改正の主な内容は、組合が保有する特定個人情報の利用、提供の制限、開示及び訂正の手

続などについて定めようとするものでございます。 

 この条例の施行期日は、公布の日とするものでございます。原案のとおりご決定ください

ますようお願いを申し上げまして、説明を終わります。 

○議長（渡辺忠君） ただいまの議案に対し質疑ありませんか。 

 １番千葉敦議員。 

○１番（千葉敦君） この議案の提案理由の２行目に組合が保有する特定個人情報とありま

すが、組合の業務の中で職員あるいは職員の家族のマイナンバーは今後とも保有していくこ

とにはなると思いますけれども、一般住民といいますか、組合の事業や、各種の業務に関し

て他の住民のマイナンバーも組合で保有することになるのかどうか、ちょっとその辺の確認
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をお願いします。 

○議長（渡辺忠君） 髙橋事務局長。 

○事務局長（髙橋寛寿君） １番千葉議員のご質問にお答えをいたします。 

 お見込みのとおり、組合が保有するものは職員及びその家族に限定されると考えてござい

まして、それ以外の一般住民の方々のマイナンバー情報については、保有することはないと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（渡辺忠君） 質疑を終結いたします。 

 討論ありませんか。 

 １番千葉敦議員。 

○１番（千葉敦君） 私は、この第２号議案、いわゆるマイナンバーの法律に関することで

この組合の個人情報保護条例を改正するという議案でございますが、これに反対の立場で討

論いたします。 

 ご存じのようにこのマイナンバー、10月１日からの導入ということで、それぞれこれから

各世帯に番号が送られてくるという事態にはなっておりますけれども、非常にまだ番号の交

付が11月いっぱいまでかかるということですけれども、行われていないにもかかわらず、そ

れに関したような詐欺まがいの電話が各地で報告されたり、年金問題があったばかりですけ

れども、情報漏れが大いに心配されると。当組合だけではなく、そのようなことが大いに心

配されるといったことで、この実施に関してはまだまだ反対意見が多くあるのも事実でござ

います。そういった問題のある法律に関連しての改正でありますので、これについての改正

については反対するということで討論いたします。 

○議長（渡辺忠君） 討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（渡辺忠君） 起立多数であります。よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（渡辺忠君） 日程第10、議案第３号、原子力発電所事故に起因する損害賠償請求事

件の和解に関し議決を求めることについてを議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者の説明を求めます。髙橋事務局長。 

○事務局長（髙橋寛寿君） 議案第３号、原子力発電所事故に起因する損害賠償請求事件の

和解に関し議決を求めることについてご説明を申し上げます。 

 この議案は、平成23年３月に発生いたしました東京電力株式会社の原子力発電所事故によ

る損害賠償について、和解のあっせんの申し立てをしていまして、その公的な第三者機関で

ございます原子力損害賠償紛争解決センターからこのたび提示された和解案を受諾し、同社
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と和解しようとするものであり、地方自治法第96条第１項第12号の規定により議会の議決を

求めるものでございます。 

 和解の大どころにつきましては、和解の請求額2,184万9,675円に対し、今回和解案が1,820万

円ということで83.3％でございますが、この金額を受諾しようとするものでございますが、

関連資料でちょっと説明をさせていただきたいと思います。議案第３号関連資料の２の東京

電力株式会社への損害賠償請求額及び和解案額でございますが、この中の表の１に記載をし

ております請求額、これは23年、24年度分でございます。そのほかの分については、まだ申

し立てを行ってはおりません。23年、24年度分につきましては、請求額2,800万7,391円に対

し、東京電力との交渉により615万7,626円については支払いを受けてございます。その差額

の2,184万9,765万円について和解の申し立てを行い、今回1,820万円の和解案が示されたとこ

ろでございます。 

 この1,820万円の内容でございます。３の表２に記載をしてございます。提示額では、事業

費について1,380万円、人件費について440万円でございますが、それぞれ請求額は申し立て

額Ａに記載したとおりでございます。認められなかった金額につきましては、３の（２）に

記載をしたとおりでございますし、それから人件費についてはその裏面、表の３に記載をし

たとおりでございます。特に人件費につきましては、結果的に請求額を上回る和解案という

ふうに見えますけれども、基本的な人件費の補償対象については時間外勤務分であるという

ことが明確に示されてございました。この際、当組合が請求する際に、いわゆる押し出し時

間外、原子力事故関係の業務を日中に行ったために通常業務がその後になって、その通常業

務が時間外になった分の請求というのは行ってございませんでした。その申し立ての後にＡ

ＤＲのほうからそういう事案がありませんかという照会がございまして、改めて調査した結

果、そういったものが出てまいりましたので、それを追加しようとして提出をした結果、こ

のような金額になってございまして、申し立ての金額は少なかったのですが、その後の調査

で請求額が結果的に膨らんだことによって440万円の人件費が認められたというふうに考えて

ございます。 

 以上で説明を終わらせていただきますが、原案のとおりご決定いただきますようお願いを

申し上げます。 

○議長（渡辺忠君） ただいまの議案に対し質疑ありませんか。 

 ６番髙橋政一議員。 

○６番（髙橋政一君） 何点か質問させていただきます。 

 まず、資料のほうの１ページの一番下でありますけれども、認められなかった請求の内容

についてなのですが、まずし尿処理施設の脱水汚泥焼却費が317万円ほどありますが、これは

説明のときに減価償却費を含めたためという説明があったと思うのですが、この減価償却費

というのは317万円そのものなのかということを、減価償却費を含めた費用になるのかという

のをお聞きします。 
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 それから、２ページ目なのですが、押し出し時間外の認定があったということで大変よか

ったなというふうには思うのですが、考え方はこうでいいのかというのをお聞きします。備

考のところに企画総務課の分であれば、平成21基準額とあって平成23対象額とあって、基準

額というのが通常の残業時間といいますか、そういう形で、23年対象額からその分を引いた

部分について認定対象となったという考え方でいいのかどうか。 

 それから、掛ける70％が認定金額になっていますが、その70％の根拠といいますか、これ

はどういう理由で70％となったというのをお聞きします。 

○議長（渡辺忠君） 髙橋事務局長。 

○事務局長（髙橋寛寿君） ６番髙橋議員のご質問にお答えをいたします。 

 まず最初に、し尿処理施設の脱水汚泥の焼却費のうち317万234円認められなかったという

原因の大どころは、おっしゃるとおり減価償却費というものがこの算定の基礎に入ってはい

けませんということでございました。当組合で請求をする際には、脱水汚泥を焼却をする経

費１トン当たりの単価を算定をして、その量に掛け合わせて額を出すという方法をとりまし

たが、その単価を出す際に使用する資材とか燃料とかに加えて施設の減価償却費というもの

を単価の基礎に入れておりました。あわせて焼却した後、その灰を最終処分場に埋め立てを

するという経費も請求しておりますが、埋め立ての経費の中に最終処分場の減価償却費とい

うのも単価として算定をして請求をしたところでございました。その単価の計算に減価償却

費というものが認められませんというのがＡＤＲの、これは統一した見解のようでございま

すが、ということで減価償却費分を単価に入れ込んだ分を外した結果、この317万円というの

が出てまいったということでございます。 

 それから、人件費の分でございますが、ＡＤＲのほうは21年度を基準年といたしますと、

それと比べて増加した時間外を対象といたしますと、これも統一した見解ということでござ

いまして、その差額が基本的な対象額になるというのはお見込みのとおりでございます。 

 実は、この70％というのはなぜですかというお話をしましたが、それについては具体的な

お答えといいますか、内容的なものは残念ながらお答えをいただけなかったという状況でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（渡辺忠君） ６番髙橋政一議員。 

○６番（髙橋政一君） 最初の部分についてはわかりました。そうすると、317万円というの

はもう減価償却費そのものであったという考え方でいいわけですね。 

 それから、70％は大変残念なのですが、答えていただけなかったのなら仕方ないと思いま

すが、施設管理課のほうでは人件費が余り認められなかったという部分があるのですが、押

し出し時間外というよりは、通常の仕事の中でこの放射性物質の廃棄物等の作業をしたとい

うことから多分こうなのだろうというふうに考えるのですが、例えばこれを外部に委託をし

て、その分を請求すれば、ある意味ではその分そのままもしかすれば認められたのではない
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かと思うのですが、その考え方についてどうなのかというのをお聞きしますし、それからあ

とまだ今請求中の平成25年度分についての交渉の状況についてお伺いをします。 

○議長（渡辺忠君） 髙橋事務局長。 

○事務局長（髙橋寛寿君） お答えをいたします。 

 まず最初に、外部委託の分については、お見込みのとおり認められるということでござい

まして、原発関連で委託した業務については全て認められたというふうに考えております。

ですから、前にお話がありました時間内に自前でなくて外部委託をして原発関連業務をすれ

ば、おっしゃるとおり対象になったのではないかというふうに考えられます。ただ、その当

時は外部委託しなければいけない分と自前でできる分はないかというようなことで作業して

おりましたので、今になるとそれはもう改めて請求はできないという、おっしゃるとおりの

状況でございます。 

 25年度の分につきましては、ただいま請求をしているところでございまして、なかなか具

体的な話にはなりにくい部分がございます。一部認められそうなものもありますけれども、

今までの23年、24年を見てもおわかりのとおり、相当部分は東京電力との直接交渉では認め

られないというような話になっておりまして、今後の進展状況を見ながら再度ＡＤＲの申し

立てというのも視野に入れて対応することになるのかなと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（渡辺忠君） 質疑を終結いたします。 

 討論ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺忠君） 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺忠君） ご異議なしと認めます。よって、議案第３号は原案のとおり可決され

ました。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（渡辺忠君） 日程第11、議案第４号、平成27年度奥州金ケ崎行政事務組合一般会計

補正予算（第２号）を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者の説明を求めます。髙橋事務局長。 

○事務局長（髙橋寛寿君） 議案第４号、平成27年度奥州金ケ崎行政事務組合一般会計補正

予算（第２号）についてご説明を申し上げます。 

 別冊補正予算書、一般会計補正予算書（第２号）をごらんをいただきたいと思います。２

ページ及び３ページでございます。今回の補正は、歳入歳出ともに既定額に6,497万1,000円

を追加し、総額を38億9,668万7,000円としようとするものでございます。 

 ７ページ、８ページをごらんをいただきたいと思います。歳入の主な内容でございますが、
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６款１項繰越金5,698万円、前年度からの繰越金でございます。 

 ７款２項雑入の１目雑入でございますが、717万6,000円、これは自動車損傷事故に係る賠

償金等でございます。歳入の主なものは以上でございます。 

 次に、歳出でございます。９ページ以降でございますが、初めに９ページをごらんをいた

だきたいと思います。２款１項総務管理費、１目一般管理費のうち13委託料、これは委託料

のうち特定個人情報取得管理支援システムの構築委託料54万1,000円を計上してございます。 

 ３款１項社会福祉費のうちの２目介護認定審査費、13委託料介護認定支援ネットワークシ

ステムの改修業務委託料の減額388万8,000円でございます。 

 次に、11ページをごらんをいただきたいと思います。４款２項清掃費のうち、４目のし尿

処理費でございます。工事請負費に120万3,000円を追加しようとするものでございまして、

非常用発電設備の補修工事でございます。 

 ５款２項消防費の１目常備消防費でございます。職員手当等に一般職の手当1,064万8,000円

を追加しようとするものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。原案のとおりご決定いただきますようにお願いを

申し上げます。 

○議長（渡辺忠君） ただいまの議案に対し質疑ありませんか。 

 １番千葉敦議員。 

○１番（千葉敦君） 歳出の各項目に一般職給与の減額があるわけですが、100万円単位のも

のが何カ所か見受けられますが、これはどのような理由なのでしょうか。 

○議長（渡辺忠君） 髙橋事務局長。 

○事務局長（髙橋寛寿君） １番千葉議員のご質問にお答えします。 

 今回の補正につきましては、27年度の人事異動の関係での職員費等の整理をさせていただ

いてございまして、それらの関係で金額に変動が生じたというのが主要因でございます。 

 以上です。 

○議長（渡辺忠君） １番千葉敦議員。 

○１番（千葉敦君） 確認ですが、職員数が減ったということではないということでよろし

いのですか。 

○議長（渡辺忠君） 髙橋事務局長。 

○事務局長（髙橋寛寿君） 大きな原因としては、職員が減ったから今回の減額ということ

ではございません。部署ごとに異動があって、ふえたところ、減ったところがあるというこ

とでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渡辺忠君） ほかにございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺忠君） 質疑を終結いたします。 
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 討論ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺忠君） 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺忠君） ご異議なしと認めます。よって、議案第４号は原案のとおり可決され

ました。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（渡辺忠君） 日程第12、議案第５号、平成27年度奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域

水道用水供給事業会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者の説明を求めます。髙橋事務局長。 

○事務局長（髙橋寛寿君） 議案第５号、平成27年度奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道

用水供給事業会計補正予算（第１号）についてご説明を申し上げます。 

 別冊補正予算書（第１号）をごらんをいただきたいと思います。１ページでございます。

主な点についてご説明を申し上げます。第２条、収益的支出の補正でございます。第１款の

水道用水供給事業費用ですが、既定額から356万4,000円を減額し、５億2,311万8,000円とし

ようとするものでございます。 

 第３条、第１款資本的支出、既定額に133万4,000円を追加し、２億9,573万4,000円としよ

うとするものでございます。 

 これの概要につきましては、説明資料といたしまして７ページに記載してございます。そ

ちらでご説明を申し上げます。補正予算のうち、収益的支出でございます。収入に変更はご

ざいません。今回の主な変更につきましては、原水及び浄水費のうち委託料、既定額に197万

7,000円を追加しようとするものでございます。入札減と、一方では天日乾燥床の汚泥処分業

務等でございますが、入札減については浄水場の管理費の入札減でございまして、192万2,000円

ほどでございます。一方、今回天日乾燥床の汚泥について処分をしようとしておりまして、389万

9,000円追加をさせていただきたいというものでございます。 

 負担金につきましては、胆沢ダムの管理費の金額増でございますが、これは当初では見込

みで行ってございましたが、このたび胆沢ダムのほうから納付予定額の通知が参りましたの

で、その金額に合わせようとするものでございます。 

 次に、総係費の委託料のうち、今回補正額減額で588万5,000円でございます。備考にござ

いますとおり事業再評価が不要になったことによるということでございますが、当初予算で

は５年に１度の事業再評価を実施をするという前提でございましたが、その後県との協議で、

事業実施そのものが現在具体的になっていないという状況では事業再評価は行う必要があり

ませんと。その事業再評価制度そのものが手直しがあって、事業を具体的に実施しない場合

は行う必要がないということになったということで、今回減額をさせていただきたいとする
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ものでございます。 

 資本的支出につきましては、前年度実施をしました非常用発電装置に対する補助金の中に

含まれていた消費税相当額につきまして返還をするということで今回計上させていただくと

いうものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。原案のとおりご決定いただきますようお願いを申

し上げます。 

○議長（渡辺忠君） ただいまの議案に対し質疑ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺忠君） 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺忠君） 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺忠君） ご異議なしと認めます。よって、議案第５号は原案のとおり可決され

ました。 

 ここで午後１時まで休憩いたします。 

午前11時54分 休憩 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

午後１時00分 再開 

○議長（渡辺忠君） 再開いたします。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 

○議長（渡辺忠君） 日程第13、議案第６号、平成26年度奥州金ケ崎行政事務組合一般会計

歳入歳出決算認定についてを議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者の説明を求めます。髙橋事務局長。 

○事務局長（髙橋寛寿君） 議案第６号、平成26年度奥州金ケ崎行政事務組合一般会計歳入

歳出決算認定についてご説明を申し上げます。 

 別冊決算書１ページをお開き願います。平成26年度歳入総額につきましては、決算額30億

1,593万8,809円に対して歳出総額は29億3,775万4,485円でございました。差し引き残額は

7,818万4,324円でございます。 

 それでは、歳入の主な項目についてご説明申し上げます。３ページ、４ページをごらんく

ださい。１款分担金及び負担金24億8,352万6,227円、２款使用料及び手数料２億9,858万

5,798円、６款繰越金8,000万6,676円、７款諸収入3,693万6,315円、８款組合債１億210万円

でございます。 

 次に、歳出でございます。歳出の主な内容は、４款衛生費13億1,106万1,734円、消防費14億
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5,882万2,911円でございます。 

 それでは、事項別明細書によりまして主な内容についてご説明を申し上げます。９ページ

でございます。歳入につきましては、１款１項５目清掃費分担金９億3,019万227円でござい

ます。管理運営費分担金の中には、農林業系廃棄物の処理費といたしまして571万2,227円が

ございます。６目消防費分担金でございます。13億8,699万1,000円でございます。 

 次に、11ページでございます。３款１項国庫補助金、１目衛生費国庫補助金でございます。

２の農林業系汚染廃棄物処理加速化事業費補助金571万2,227円でございます。構成市町から

の分担金と同額を国庫補助金としていただいております。 

 15ページでございます。８款１項組合債、１目衛生債1,910万円、し尿処理施設の整備事業

債でございます。２目消防債8,300万円でございます。デジタル化等に伴う起債の金額でござ

います。 

 次に、歳出の主な内容についてご説明を申し上げます。31ページをごらんいただきたいと

思います。31ページは、広域交流センター費の続きでございまして、ここの最後、17節公有

財産購入費でございます。4,420万9,628円、土地購入費でございますが、広域交流センター

の土地の購入費でございます。 

 次に、35ページをごらんいただきたいと思います。こちらは、可燃ごみ処理費の続きでご

ざいまして、36ページの一番下、15節工事請負費でございます。１億2,511万2,600円でござ

います。ごみ焼却施設維持補修工事費、毎年度行っております定期整備の経費１億1,983万

1,400円、それから衛生センターの電話交換機等の更新工事528万1,200円でございます。 

 次に、39ページをごらんをいただきたいと思います。こちらは、し尿処理費でございます。

13節委託料6,279万516円でございますが、この中に平成26年度から実施いたしましたし尿処

理施設の運転管理費4,158万円、委託料の備考欄の下から２番目でございます。この委託料が

ございます。 

 それから、次のページ、41ページ、42ページでございます。し尿処理費の最後の項目、41ペ

ージ、42ページの一番上ですが、し尿処理施設の工事請負費３億694万6,800円がございます。

し尿処理施設の維持補修費、定期整備費、これが１億2,334万6,800円でございまして、あわ

せてし尿処理施設の運転制御装置、ＤＣＳと言われるものでございますが、これの更新をい

たしておりまして１億8,360万円でございます。 

 次に、５目の最終処分場費でございますが、43、44ページでございます。44ページの一番

上になりますが、15節工事請負費402万1,920円のうち昨年度は浸出水の集水ピットかさ上げ

工事378万円でございます。 

 次に、49ページをごらんいただきたいと思います。５款２項２目消防施設費でございます。

この中には、13節委託料といたしまして846万7,200円、（仮称）江刺東分遣所の実施設計の委

託料がございますし、19節負担金補助及び交付金に8,300万円、これはデジタル化等の負担金

でございます。 
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 51ページは、実質収支に関する調書でございます。実質収支の金額は7,818万4,000円とな

ってございます。 

 以上で説明を終わりますが、原案のとおりご認定賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（渡辺忠君） ただいまの議案に対し質疑ありませんか。 

 ７番阿部加代子議員。 

○７番（阿部加代子君） 順番がちょっと前後しますけれども、よろしくお願いいたします。

大きく３点ほどお伺いをいたします。 

 まず、職員の皆様の健康診断の状況についてお伺いをいたします。主要施策の成果に関す

る報告書の３ページと26ページに記載をされておりますけれども、職員の皆様の健康診断を

実施をされているわけでございますが、対象者数と受診者数がもちろん違ってくるわけでご

ざいますが、全員受診をしていただくということで、健康診断のその日に受診できなかった

方々に対しましては、別の日に時間を設けて受診に行っていただくような体制をとっていら

っしゃるのかどうかお伺いをいたします。例えば受診に行きまして、その後要再検査となっ

た場合、そのようなときにもしっかりと勧告されているのか、受診するように勧めていらっ

しゃるのかお伺いをしたいというふうに思います。また、この中に臨時の方とか非常勤の方々

もしっかり含まれているのかお伺いをいたします。 

 それから、決算書の30ページでございます。残骨灰の処理の業務委託料１円ということで

ございますけれども、そのことについてお伺いをしたいというふうに思います。火葬場でご

遺族の皆様がお遺骨を拾われまして、その後どうしても残骨灰が残るわけでございますけれ

ども、その処理に関する業務委託料ということで１円ということなのですけれども、これら

の委託の状況につきましてお伺いをしたいというふうに思います。 

 それから、これとあわせまして、火葬場の灰でございますが、2009年の１月には読売新聞、

朝日新聞のほうで、また2010年の12月ですか、毎日新聞のほうでも問題ということで取り上

げられておりましたけれども、六価クロムの有害物質が火葬の炉の中の灰とか煙に含まれて

いる可能性があるということでございまして、火葬場の灰の規制はないわけでございますけ

れども、それらについて当火葬場の状況についてお伺いをしたいというふうに思います。 

 これとあわせまして、主要施策のほうの８ページなのですけれども、火葬場の施設管理の

係、職員１名の経費が計上されておりますけれども、この内容についてどうなっているのか、

お伺いしたいというふうに思います。 

 それから、最後、大きな３つの３点目でございますけれども、主要施策の20ページでござ

いますが、粗大ごみの処理費というところで処理の依頼先というところでありますが、乾電

池の処分のところですが、処分場が北海道の北見市ということになっております。また、鉄

くずの売り払いのところは胆江地区リサイクル事業協同組合ということになっておりますけ

れども、これらは入札によってこういうふうに決められているのか、その辺の状況について

お伺いいたします。 
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 以上です。 

○議長（渡辺忠君） 髙橋事務局長。 

○事務局長（髙橋寛寿君） ７番阿部議員のご質問にお答えをいたします。 

 健康診断のほうについては、後で次長のほうから健診の状況について、それでは最初に残

骨灰の処理の状況でございます。ご指摘のとおり残骨灰につきましては、ご遺族の方々が遺

骨を収集をされてご自宅あるいは墓地のほうにお持ちになりますが、その後に残ったもので

ございます。これについては、現在一時保管をしてございますけれども、この保管場所がい

っぱいになりそうなときに随時業者に引き取りをお願いしております。このお引き取りをお

願いする際に、基本的には入札で行ってございます。現在の入札の実施についてお聞きいた

しますと、数社が１円で処理をいたしますというふうに応札をしてまいりまして、抽せんに

より業者を決定をしている状況でございます。 

 それから、灰の中の有害物質等ということについては、現在まで特段そういう認識もなく

お引き取りをいただいた後、それぞれ業者がお願いできる墓地のほうに埋葬するといいます

か、そういう形で行っているというふうに理解をしてございまして、特別な手だてというこ

とでお願いをしている状況にはございません。 

 それから、火葬係１名の人件費があるということですが、これはこの組合の中で担当者と

いうことで１名配置してございますので、必ずしもその者１名でやっているわけではありま

せんが、予算整理上１名ということで置かせていただいているという状況でございます。 

 次に、乾電池、鉄くずのご質問がございました。それで鉄くずにつきましては、これも一

時保管をしてございますけれども、たまった都度入札により業者を決定をして、購入をして

いただいているという現状でございます。 

 一方乾電池につきましては、現在処理することができる施設を持っているところというの

が北海道のイトムカというこの場所を指定をされております。ここにお願いをする際には、

随意契約でお願いをしているという状況でございます。 

 私からは以上であります。 

○議長（渡辺忠君） 渡辺事務局次長。 

○事務局次長（渡辺和也君） それでは、私のほうからは職員の健康診断に関してお答えさ

せていただきます。 

 まず、主要事業施策の３ページに書いております対象者のカウントの仕方でありますけれ

ども、ここはそれぞれ正職員の数の分しか記述をしておりませんけれども、当然のことなが

ら臨時職員の方についても所定の健診については実施をしております。今回のこの施策の中

には、ちょっとその記述が入っておりませんでした。 

 それから、対象者に対して受診者数が少ないという現象があらわれておりますけれども、

この中の多くは、まず健診をする期間において病気療養中によって受診をすることができな

かったというケース、それからもう一つは個人で人間ドックを受診しているために、あえて
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こちらの健診を受けなかったというケースがこの中にございます。 

 それから、その健診の結果、要検査者に対するフォローはどうなっているかということで

ありますけれども、昨年26年の場合は胃がん検診によりまして、いわゆる胃部検診によりま

して３名追加的な内視鏡検査や、あるいは必要な治療といいましょうか、そういったことが

求められました。この点につきましては、治療の経緯について報告を受けております。 

 また、生活習慣病の予防検診、いわゆる循環器系の検診でありますけれども、これらにつ

きましては予防医学協会の保健師さんによります６カ月間の保健指導がございます。これら

そういった個人別の処方をそれぞれ定期的にご指導いただいて、身体の状況を報告をすると

いうことになっております。 

 以上でございます。 

○議長（渡辺忠君） 阿部消防長。 

○消防長（阿部保之君） 消防本部についてご説明申し上げます。 

 健康診断、臨職さんの分についてはきちんと受診、受検してございます。前年度の消防本

部の職員数が166名で、循環器系検診153名受検、残りの13名につきましては人間ドックが10人、

それと病気療養中で検診受けなかったという職員１名ございます。要再検査の通知を受けた

職員につきましては、再検査受けるまではその都度受けるように指導してございますが、再

検査の結果の提出については求めてございません。 

 以上でございます。 

○議長（渡辺忠君） ７番阿部加代子議員。 

○７番（阿部加代子君） まず健康診断につきましては、きちっと掌握をされているという

ことで了解いたしました。臨時の方々に関しましてとかは、ちょっとデータ公開がなかった

わけですけれども、しっかりとされているということで了解をしました。 

 また、再検査につきましても各職場では再検査を受けるまで声がけをするということは大

変重要なことだというふうに思いますので、そこもやっていただいているということで了解

いたしました。 

 それから、残骨灰につきましてですけれども、ご遺族が拾われたご遺骨で、残った残骨に

つきましては各市町村の所有ということになりますので、その処理に関してもきちっと行っ

ていかないといけないというふうに思いますが、産業廃棄物等にもこれは該当していません

ので、この処理の法令がございませんので、どう適切に処理をしていくかというところが大

変難しいことにはなっております。 

 また、ご遺族の心境からして、残骨灰を処理していただいている中でもお金を受け取ると

いうことになりますと、ちょっといかがなものかというところもあるわけではありますが、

処理をしていただく業者の選定に当たりましては、きちっと処理をしていただいている業者

であるかどうか。また、その処理した灰がきちっとお寺等に埋葬されているかどうかという

ところまで確認をされて業者選定をされているのか、その点をお伺いをしたいと思います。 
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 また、１円入札ということがずっと続いておりますので、例えば何かの業務と一緒に委託

をお願いすると。例えば火葬炉の関係の入札等行っていただいているところとかに一緒にお

願いをするようなシステムにするとか、何らかの方法があるのではないかというふうに思い

ますけれども、その点について。 

 それから、火葬場の煙とか灰の規制はないわけですけれども、周囲の環境の保全というこ

とがありますので、その辺の調査も必要ではないかと思いますが、その点についてもう一度

お伺いをいたします。 

 それから、乾電池、リサイクルの関係の入札につきましては、了解いたしました。 

○議長（渡辺忠君） 髙橋事務局長。 

○事務局長（髙橋寛寿君） お答えいたします。 

 残骨灰の処理については、おっしゃられるとおりの課題があるのかなというふうに思いま

す。現在残骨灰の処理の業者を指名する際には、過去の実績ですとか、あるいは残骨灰の処

理の実績も含めた実績調査をして、実績のある業者を指名をしております。なお、先ほどち

ょっと漏れてしまいましたが、残骨灰のお寺への埋葬の際には、灰の検査を実施をしていた

だいて有害物質がないということを確認の上、埋葬するように指導しているところでござい

ます。 

 それで、煙のほうについては、実際今まで特段の検査というものは行っておりませんので、

この辺については今後ご指摘のとおりというふうに思いますので、どのような項目について

必要があるのかを含めて検討させていただきたいというふうに思います。 

 それから、残骨灰の処理については、今お話ししたように現在実績のある業者ということ

でございまして、今私どもが業務委託あるいは工事などの指名をする際の業務とダブって行

うという業者がほとんどいないということがございまして、現実的には他の業務との抱き合

わせというのは難しいところがあるかなというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渡辺忠君） ほかにございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺忠君） 質疑を終結いたします。 

 討論ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺忠君） 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。本案は原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺忠君） ご異議なしと認めます。よって、議案第６号は原案のとおり認定する

ことに決しました。 

～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～ 
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○議長（渡辺忠君） 日程第14、議案第７号、平成26年度奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域

水道用水供給事業会計利益の処分及び決算の認定についてを議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者の説明を求めます。髙橋事務局長。 

○事務局長（髙橋寛寿君） 議案第７号、平成26年度奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道

用水供給事業会計利益の処分及び決算の認定についてご説明を申し上げます。 

 別冊決算書をごらんいただきたいと思います。初めに、１ページ、２ページでございます。

収益的収入及び支出の状況でございます。初めに、収入でございます。１款水道用水供給事

業収益、決算額でございますが、こちらのほうは税込みの金額となってございます。決算額

５億1,580万1,997円、１項営業収益４億3,234万3,169円、２項営業外収益8,345万8,828円で

ございます。 

 支出でございます。１款水道用水供給事業費用、決算額４億8,276万9,487円、１項営業費

用３億8,658万8,154円、２項営業外費用9,440万333円、３項特別損失178万1,000円でござい

ます。 

 ３ページ、４ページをごらんいただきたいと思います。資本的収入及び支出の状況でござ

います。収入でございます。第１款資本的収入１億7,158万6,000円でございます。１項企業

債１億3,550万円、２項出資金1,808万6,000円、３項補助金1,800万円でございます。 

 支出でございます。１款資本的支出でございますが、３億1,850万6,865円でございます。

内訳として、１項創設事業費9,290万6,355円、２項企業債償還金２億2,560万510円でござい

ます。 

 支出に対し不足する収入につきましては、当年度分消費税資本的収支調整額400万円及び過

年度分損益勘定留保資金１億4,292万865円で補填をしている状況でございます。 

 明細につきまして、18ページから掲載をしてございますので、こちらの明細書で概要を説

明させていただきたいと思います。こちらのほうは税抜きとなってございまして、金額が少

し違ってございますので、ご了承をお願いいたします。 

 初めに、収益費用の明細でございます。収入でございます。水道用水供給事業の収益の営

業収益４億119万7,035円、主なものは用水供給収益で、奥州市、金ケ崎町の内訳を記載して

ございます。 

 営業外収益といたしまして、8,345万9,320円がございますが、主なものは長期前受金戻入

として8,099万6,117円がございます。これは、26年度から企業会計のシステムが変更になり

まして、いわゆる計上する金額のうち補助金相当額について、ここに新たに計上するという

ことになりましたものでございます。この8,099万6,117円について、実際に26年度に現金が

来たというものではなく、会計整理上このように整理をすることとされたものでございます。 

 次に、費用の主なものについてご説明を申し上げます。営業費用のほう、原水及び浄水費

でございます。委託料3,661万3,404円、浄水場の運転業務等でございます。同じく負担金

1,133万1,482円、これは胆沢ダムの管理費ということで、ダムが26年度から実質的な稼働が
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始まりまして、その維持管理費に対する負担金でございます。 

 次に、19ページでございます。減価償却費といたしまして２億7,680万473円。 

 それから、営業外費用といたしまして支払利息7,403万7,433円が主な内容でございます。 

 収入４億8,465万6,355円に対する支出が４億5,630万709円ということで、この差額2,835万

5,646円が今年度の収益的収支の黒字ということでございます。 

 次に、資本的収入及び支出の明細でございます。収入総額は１億7,158万6,000円でござい

まして、内訳につきましては企業債１億3,550万円、出資金1,808万6,000円、補助金1,800万

円でございます。 

 支出につきましては、創設事業の広域化施設整備費の工事請負費5,400万円でございまして、

これはたんこう浄水場の自家発電設備の設置工事費でございます。建設利息3,890万6,355円、

企業債償還金２億2,560万510円が主な内容でございます。 

 なお、８ページをごらんいただきたいと思います。収益的収支の黒字相当額2,835万5,646円

につきましては、議会の議決を経て減債基金に積み立てようとするものでございます。 

 以上で説明を終わります。原案どおりご決定いただきますようお願いを申し上げます。 

○議長（渡辺忠君） ただいまの議案に対し質疑ありませんか。 

 ２番廣野富男議員。 

○２番（廣野富男君） 決算審査意見書の12ページの下から５行目の固定資産についてお尋

ねいたします。 

 「有形固定資産158億4,684万4,000円のうち稼働資産は62億431万9,000円でその割合は

39.2％である。未稼働の固定資産96億4,252万5,000円を含めた施設の適切な維持管理に努め

られたい」という所見がございますが、具体的な内容について、できれば決算書の20ページ

とあわせてお尋ねしたいと思います。 

○議長（渡辺忠君） 髙橋事務局長。 

○事務局長（髙橋寛寿君） ２番廣野議員のご質問にお答えをいたします。 

 取得した財産のうち、稼働しているのが３分の１程度ということでございますが、未稼働

部分というのは基本的には管路として整備をいたしましたものでございます。現在浄水場の

水をつくる能力は、最終的には４万3,500トンということで計画をしてございますが、浄水場

は現在１万4,600トンの水処理能力でございます。一方、管路については、既に設置をしてご

ざいまして、土の中にございますが、その稼働率というのは計画している最終的な水の量の

うち幾ら管の中を流れているかということで計算をいたします。最終的に４万3,000になるも

のが今１万4,000で、水の量がフル稼働したという想定をしても３分の１程度ということで、

現在地中にある管の中を流れている水の量が３分の１で、その管を利用しているのが３分の

１ですよという、そういう考え方になりますので、三十数％という数字が出てまいります。

これは、浄水場の水をつくる能力を拡大することによって稼働率が上がってくるということ

になると考えているものでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（渡辺忠君） ２番廣野富男議員。 

○２番（廣野富男君） 了解をいたしました。そうした場合、こちらの決算書の20ページの

有形固定資産明細書というのがありますけれども、ここで見ますとどの部分に該当するのか、

該当しないのか、その点だけお伺いして終わりたいと思います。 

○議長（渡辺忠君） 髙橋事務局長。 

○事務局長（髙橋寛寿君） 未稼働というか、未使用と評価される管路の金額については、

（１）の有形固定資産明細書のその表の計の上です。建設仮勘定というところに全て計上さ

れているというものでございます。 

○議長（渡辺忠君） ７番阿部加代子議員。 

○７番（阿部加代子君） ２点お伺いをいたします。 

 決算書の14ページの業務、業務量のところですけれども、一番下のところの有収率につい

てお伺いします。25年、26年と比べますと、25年度が83.2、26年度が91.5ということで上回

ってはいるのですけれども…… 

○議長（渡辺忠君） 済みません、マイク。 

○７番（阿部加代子君） 失礼いたしました。最初から言ったほうがいいでしょうか。 

○議長（渡辺忠君） いや、いいです。続けてください。 

○７番（阿部加代子君） 26年度が91.5％ということになっておりました。上がってはいる

のですけれども、年間の取水量は大きくなっておりますので、この辺をどう見られているの

かお伺いをしたいというふうに思います。本格供給が始まりましてから、この91.5というの

がどういう数字になるのか、見解をお伺いしたいというふうに思います。 

 それから、水道用水供給事業の全般に対してでございますけれども、企業会計になったと

いうこともありますけれども、常にお水が流れる状況があるわけですので、何とか水力発電、

小水力でもいいと思いますけれども、電力の確保ということで検討ができないのか、お伺い

したいというふうに思います。今水の落差とかではなく、常にお水が流れている状況のとこ

ろであれは、電力、電気が発電できるというような技術もできてきているような時代なので、

その辺を何とか検討できないのかお伺いしたいと思います。 

○議長（渡辺忠君） 髙橋事務局長。 

○事務局長（髙橋寛寿君） ７番阿部議員のご質問にお答えいたします。 

 初めに、14ページの有収率の評価といいますか、見方でございますが、この83とか91の数

字については、私どものほうでも低い数字だというふうに考えているというか、理解してお

ります。なぜこのような数字になったかと考えますと、25年、26年、順次給水する箇所をふ

やしてまいりましたが、長い間管の中に水をとどめたままで、あるときから給水開始という

部分になりますが、長い間管にあった水はアルカリ性が強くなって、直ちに飲み水とするに

は適さないということで、それは捨てることになります。それから、初めて水を通しますと、
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中に工事中なのかと思うのですけれども、砂利等が入っていたりしまして、それを完全に除

去した後で給水を行うということで、管を洗うと、洗管作業というものを行います。これは、

外見上はただ水を捨てているように見えるのですけれども、そういった作業を行って水がき

れいになった段階で給水するということで、そういったロスが25年、26年はございましたの

で。27年については、26年から引き続きの給水箇所ですから、27年の有収率についてはこれ

よりも上がるというふうに考えております。 

 それから、発電の件については何度かご質問をいただいてございます。水が管の中を流れ

ておりますが、実際にその管を使って一時中断をして工事をして、スクリューか何かを入れ

て発電機をつくるということは、事実上できないだろうと。給水をやめてやるということで

あれば可能かと思いますが、現在の状況で各箇所に給水をしながらというのは難しいという

ふうに考えてございます。それ以外に、一旦オープンになった後の水を使うということにな

りますと、非常にそういう場所は流れが緩やかということもございまして、なかなか水力発

電のような力はないのではないかなというふうに考えているところでございます。 

 なお、技術的にそういうところでも可能だというような情報があれば、私もちょっと研究

をしたいとは思いますが、現状では水での発電は難しいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渡辺忠君） ５番有住修議員。 

○５番（有住修君） １点だけお伺いしたいと思います。 

 水道用水供給事業会計には今現在留保資金はどれぐらいあるかお伺いしたいと思います。

まず、25年度の資本的収入及び支出額の不足額、過年度分損益勘定留保資金１億4,292万865円

は、これは減価償却費と考えます。また、26年度の減価償却費は２億7,680万473円で、差額

が約１億3,390万円ほどありますが、これは留保資金が、26年度でこの額が増額したと考えま

すが、これが正しいかどうか、まずは教えていただきたいと思います。 

○議長（渡辺忠君） 髙橋事務局長。 

○事務局長（髙橋寛寿君） ５番有住議員のご質問にお答えいたします。 

 まず最初に、留保資金でございますが、平成25年度末で９億6,800万円ほどでございます。

今回の決算において、減価償却費を２億7,600万円いただいております。お見込みのとおり、

このうち１億4,200万円は不足額ということで、これで充当しているということでございまし

て、これの差額が１億3,000万円というのはそのとおりでございます。ただ、26年度会計から、

先ほどお話ししました長期前受金制度というのが導入されまして、これは２億7,000万円の中

にその前受金8,000万円を計上してよいという形になってございますので、事実上、この8,000万

円というのは数字の整理だけの問題ですので、この8,000万円を引いた5,000万円ほどが減価

償却費から償還金を引いた分の残りということになりまして、そうしますと5,000万円ほどが

内部留保資金にプラスになるということでございますし、内部留保資金につきましては先ほ

ど収益的収支で出てまいりました26年度の黒字、償還金に充てる予定ではございますが、
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2,800万円ほどがございまして、合わせて7,000万円ほどが25年度末の内部留保に追加をされ

るというふうになると考えておりまして、そうしますと26年度末は10億4,000万円ほどになる

というものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渡辺忠君） ５番有住修議員。 

○５番（有住修君） わかりました。あと、今後の留保資金、内部留保資金は、さらにたま

ってくると考えます。そうしますと、26年度末10億4,000万円ですか、この処理をどうしてい

くかというのをお伺いします。 

 また、26年度末企業債残高が54億4,000万円ほどございます。これを繰上償還、かなりの縛

りがあると思いますが、繰上償還するのも一つの方法ではないかと考えております。まず、26年

度に企業債を１億3,500万円、借り入れをしております。先ほど7,000万円というお金はある

と、さらに留保資金がたまったと。そうしますと、１億3,500万円には7,000万円ほど足りな

いのですが、できるだけ、これは恐らく平準化債的なもの、企業債を平準化するためにさら

にお金を借りているというような仕組みの起債ではないかと私は考えます。それなら、さら

に企業債をふやしていくということではなく、できる限り企業債を減らすべきですので、で

きるだけ借り入れはしないというような方法、内部留保資金を使ったりして、できるだけ企

業債は借りないという方法を検討したほうがよろしいと思いますが、どう考えるかお伺いし

ます。 

○議長（渡辺忠君） 髙橋事務局長。 

○事務局長（髙橋寛寿君） お答え申し上げます。 

 内部留保資金の今後の動向については、26年度決算については収益的収支、資本的収支合

わせて7,000万円ほどということでございますけれども、この金額は稼働率がちょっと、先ほ

ど出ましたが、今３分の１、33％ぐらいなのですが、その前は17％ということで倍ぐらいに

なっているわけです。これは、浄水場の整備を行った結果でございますが。稼働率が上がり

ますと、いわゆる借りかえをすることができる範囲が狭まります。実際にその稼働したもの

については、稼働したことによって上がる収益で支払いをしなさいということになってきま

すので、自前のお金で払うお金がふえてくるということで、今後計算をしていきますと、平

成30年ぐらいになりますと減価償却費と、それから自前で借金を返さなければいけない金額

というのは、大体同じぐらいになって減価償却費が残ってくるという状況が変わってまいり

まして、それを過ぎると、一時的ですけれども、逆転する年度も出てくるだろうというふう

に考えてございます。そういう意味では、毎年７億円、１億円がこれからも積み立てするこ

とが可能だという状況とは少し変わってきたかなというふうに思っております。ただ、それ

にしても、現在10億円になる金額を内部留保として持っていながら、その一方では償還に要

するお金を新たに借り入れるという状況で運営をしておりますので、確かにこれはもったい

ない話で、無利子ではなくて有利子でございますので、これはできれば自前で返すことが望
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ましいと、資金繰りとしてはそういうふうに思います。 

 この件については、昨年度から構成市町と現在の内部留保資金の使い方、活用の仕方につ

いて相談をしてございまして、現在までのところ、今後の維持管理費、耐用年数で計算して

いきますと平成30年以降はやはり億のお金で耐用年数を迎える部分があるということもあり

まして、構成市町との協議の上では少し慎重に進めていくという意見のほうが強いという状

況でございます。ただ、これについては毎年度、次年度どうしましょうかという話を相談し

ながら進めてまいりたいと考えておりますので、改めて内部留保資金の今後の使い方につい

ては相談をしていきたいというふうに思います。 

 なお、繰上償還でございますが、当組合が借りているお金は、基本的に全て、いわゆる昔

の政府系の資金でございます。民間の金融機関から借りているものはございません。政府系

資金の場合は、繰上償還は基本的にはできないということになってございまして、それでも

無理にというか、ぜひやりたいということであれば、残っている利息の大体85から90％を支

払うことによって繰上償還ができる。そういう意味では、残っている利息の１割は払わなく

てもいいということですので、メリットが全くないということではありませんが、時として

国の制度として３％以上、５％以上、繰上償還が可能ですよというような制度がありますの

で、この繰上償還についてはそういうことがあった場合にすぐ対応できるという資金として、

幾ばくかは確保しておいてもいいのかなというふうに現在は考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（渡辺忠君） 10番今野裕文議員。 

○10番（今野裕文君） ２点お伺いいたします。私、予算のときに言いませんでしたので、

ちょっと変なこと聞くかもしれませんが、お尋ねをいたします。 

 １つは、予算議会のときに可否同数で議長裁決ということになったように読み取れますが、

委託費の計上のあり方について問題にされたのかなというふうに思います。それで、いろい

ろ予算が通ってから勉強させていただきますというような答弁をされておりますけれども、

結果としてどういうことになったのかというのを１つお尋ねをしたいと思います。 

 あと１つは、小さなことですが、ここで聞くことではないような気もしますけれども、奥

州市で８カ所で受水するというように説明があったようですが、事業報告を見ますと６カ所

となっていますが、どういう事情だったのかお尋ねをいたします。 

○議長（渡辺忠君） 髙橋事務局長。 

○事務局長（髙橋寛寿君） 10番今野議員のご質問にお答えいたします。 

 可否同数という状況の経過ではないかと思いますが、私どもの理解は浄水場の委託業務で

はなくて、先ほどお話がありました内部留保資金の使い方について、お金があるのに借りる

ということについてのいろいろな考え方によって、可否同数になったというふうに理解をし

てございます。 

 先ほどもお話をしましたが、内部留保資金につきましては、ご指摘のとおり、26年度決算
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でいきますと10億円を超える金額になりますので、このまま単に眠らせておくということで

はなくてという意見も確かにそのとおりだというふうに思います。それから、一方では構成

市町からすると、何か大きな工事があって、それを経費に計上されて、それが料金にはね返

るということがないようにしてほしいという、このご要望も理解ができるところでございま

して、この部分については受水者のほうの意見も聞きながら、なお協議をする必要があると

いうふうに考えてございまして、先ほど申し上げましたとおり、毎年度、翌年度の取り扱い

についてどうするかと、お金を借りることによってどれだけの後年度負担ができるのかとい

ったようなことを、資料を出しながら協議をさせていただきたいということでお願いしてい

るところでございます。 

 それから、その次のご質問は、市のほうの受水は８カ所…… 

○10番（今野裕文君） ８カ所と議事録には残っています。 

○事務局長（髙橋寛寿君） ということにつきましては、組合側が供給する予定の箇所は全

部で７カ所というふうに理解してございます。１カ所は、受水のほうの整備といいますか、

これが未整備だということで、現在は６カ所の給水ということで考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（渡辺忠君） 10番今野裕文議員。 

○10番（今野裕文君） それで、委託料の件で、予算が認められたらば検討したいというよ

うな議事録が残っているのです。見ると、4,780万円が3,600万円ぐらいまでに圧縮になって

いるような感じには見えますけれども、余りそういうのというのは変だなと思ったので聞き

ましたので、その事実経過と、これからのあり方についてどのように考えているかお尋ねを

したいと思います。 

 内部留保についてはわかりました。ちょっと勘違いして読みましたので。 

 箇所についてはわかりました。お願いします。 

○議長（渡辺忠君） 髙橋事務局長。 

○事務局長（髙橋寛寿君） 浄水場の委託の件につきましては、種々の議論をいただいたと

ころでございまして、その後構成市町、とりわけ実際に受水をしている側のご意見などもい

ただきながら、管理のあり方については協議をしたところでございます。現在奥州市で使用

している水のおおむね４分の１程度、24％ぐらいをたんこう浄水場で浄水した水が供給され

ているという状況もあって、万が一にも一時的にでも滞る、とまるということのないような

管理はぜひお願いをしたいという、これは当然のことでございますが。そういうことから、

管理については万全の体制で臨んでほしいという御意見がございまして、浄水場の管理につ

いては基本的に従来どおり昼は２名体制、夜は１名体制での管理を続けていくということで

考えてございます。ただ、委託の方法として、従来は単年度、１年ごとで委託をしてござい

ましたけれども、これを３年の期間を設定した委託の方法というふうに少し変えまして、そ
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れによりまして経費を幾らかでも削減しようということで、現在取り組んでいるところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（渡辺忠君） 質疑を終結いたします。 

 討論ありませんか。 

 10番今野裕文議員。 

○10番（今野裕文君） 胆江広域水道用水供給事業の決算についてでありますが、この間私

どもはたびたび指摘してまいりましたけれども、先ほども稼働率の話がありました。水需要

の見込みと施設整備の計画には大きな乖離があると、こういうことでずっとお話し申し上げ

てきました。私は、特にも浄水場の２期の整備についても反対してきております。今回の決

算は、26年４月１日からの料金改定を含めた決算でありますので、反対をいたします。これ

からどうなるのかというのははっきりしませんけれども、３期、４期については繰り延べと

いうことになっておりますし、事業再評価も実質やらないということのようですので、なか

なかどういうことなのかよくわかりませんけれども、必要に応じた計画にしていただくこと

をお願いいたしまして、反対いたします。 

○議長（渡辺忠君） 討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。本案は原案のとおり可決及び認定することに賛成の方の起立を

求めます。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（渡辺忠君） 起立多数であります。よって、議案第７号は原案のとおり可決及び認

定することに決しました。 

 以上をもって今期定例会に付議した事件は全て議了いたしました。 

 これをもって平成27年第２回奥州金ケ崎行政事務組合議会定例会を閉会いたします。 

午後２時04分 閉会 
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